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中
央
卸
費
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
件
ふ
諸
問
題
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長

日

zた

一

、

は

し

が

き

二
、
従
来
の
市
場
関
係
の
大
要

一
一
一
、
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
各
闘
係
者
の
立
抑
制

同
開
設
者
の
制
限
に
づ
い
て

同
類
似
市
場
の
取
締
に
つ
い
て

同
卸
貰
人
の
員
数
に
つ
い
て

側
仲
買
人
の
員
数
に
ヲ
い
て

国
卸
由
民
人
の
管
業
方
法
に
づ
い
て

山
内
買
白
人
の
務
質
参
加
に
つ
い
て

出
生
産
者
の
立
場
に
づ
い
て

同
技
術
的
施
設
に
つ
い
て

四

、

む

す

び

一
、
は

L 

泊ミ

き

最
近
、
札
脇
市
に
於
て
は
中
央
卸
寅
市
場
法
に
掠
る
中
央
卸
頁
市
場
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問
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中
央
卸
官
民
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

l¥ 

H55pzmpc宮
丘
町
田
の
建
設
を
意
闘
し
、
市
を
中
心
と
す
る
生
鮮
食
料
品
の
配
給
並
に
取
引
の
改
善
を
行
ひ
、
債
格
の
公
E
わ

を
通
じ
て
生
産
者
・
消
費
者
の
利
益
を
擁
護
す
る
と
共
に
此
種
の
日
常
必
需
品
と
し
て
の
腐
敗
性
定
料
品
貯
給
が
一
昨
滑
川
仰
を
通
じ
て

技
術
的
改
善
に
資
せ
ん
と
努
力
し
て
居
る
。
勿
論
之
が
賃
現
は
未
だ
確
定
の
域
に
建
し
て
は
居
ら
ぬ
が
共
計
輩
。
大
様
を
樹
立
し
敢

弐
の
委
員
舎
に
於
て
討
議
を
行
ひ
っ
L
あ
る
鮪
よ
り
み
て
早
晩
之
が
建
設
の
運
び
に
至
る
も
の
と
推
考
し
得
る
。
本
稿
は
斯
か
る
事

賢
に
着
目
し
て
主
と
し
て
戎
の
二
問
題
に
封
す
る
仲
合
併
を
得
ん
が
た
め
の
試
論
で
あ
る
。
即
ち

一
、
札
幌
市
の
如
き
中
都
市
に
於
て
中
央
卸
賀
市
場
制
度
の
存
立
の
可
能
性
あ
り
や

二
、
若
し
存
立
し
得
る
と
せ
ば
共
利
用
度
の
程
度
換
言
す
れ
ば
生
産
・
配
給
・
泊
費
等
の
各
闘
係
者
の
立
場
は
如
何
に
・
な
る
か

× 

× 

× 

× 

元
来
、
中
央
卸
賀
市
場
制
度
は
後
壊
の
如
く
大
都
市
に
於
け
る
生
鮮
食
料
品
配
給
の
改
善
に
資
す
る
た
め
開
設
せ
ら
れ
た
る
も
の

で
あ
り
、
従
っ
て
従
来
も
高
知
市
中
央
卸
賀
市
場
の
如
き
必
や
し
も
大
都
市
と
稿
し
得
ぬ
都
市
に
存
す
る
も
の
も
一
、
二
あ
る
が
、

共
多
く
は
所
謂
六
大
都
市
に
之
が
建
設
を
み
た
も
の
で
る
る
。
斯
く
み
る
と
き
中
央
卸
賀
市
場
制
度
は
能
く
大
都
市
に
存
立
の
基
礎

を
有
す
る
も
の
で
、
札
幌
市
の
如
き
会
図
的
に
は
中
都
市
に
果
た
し
て
開
設
を
行
っ
て
財
政
的
に
維
持
を
会
ふ
し
得
る
や
否
や
又
之

が
開
設
に
よ
り
共
利
用
上
所
期
の
成
果
を
牧
め
得
る
や
否
や
は
大
な
る
疑
問
と
一
言
は
ざ
る
を
得
ぬ
。

此
鹿
に
中
央
卸
賀
市
場
制
度
の
中
都
市
に
於
け
る
存
立
の
可
能
性
と
は
次
の
二
つ
の
意
味
を
持
つ
。
一
は
経
楼
主
鰹
た
る
市
が
財

政
的
に
之
が
設
立
・
維
持
・
経
借
を
線
組
し
得
る
や
否
や
D
問
題
で
あ
り
、
他
は
之
が
設
立
せ
ら
れ
る
事
に
よ
っ
て
一
般
が
配
給
上
何

等
か
の
利
益
を
享
受
し
得
る
や
否
や
の
問
題
で
あ
る
。
即
ち
前
者
は
存
立
の
可
能
性
を
積
極
的
に
規
定
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
り
、

後
者
は
存
立
。
可
能
性
を
消
極
的
に
規
定
づ
け
る
因
子
で
あ
る
。
開
設
者
た
る
札
幌
市
に
於
て
之
が
新
設
の
た
め
財
政
上
の
難
賭
あ

り
と
せ
ば
之
が
賢
現
は
不
可
能
で
る
り
、
仮
令
開
設
を
無
理
に
行
つ
で
も
将
来
の
会
き
殻
展
を
望
み
得
な
い
。
少
く
共
之
が
経
替
が

札
幌
市
の
一
財
政
的
要
素
を
な
す
限
り
此
事
は
市
公
共
生
活
の
安
定
在
凱
す
も
の
と
一
言
は
ね
ば
な
る
ま
い
。
又
財
政
的
に
之
が
開
設



に
離
な
し
と
す
る
も
開
設
に
よ
っ
て
有
利
に
利
用
し
得
ざ
る
場
合
は
中
央
卸
賀
市
場
存
在
の
意
義
を
失
ふ
も
の
で
あ
る
。
即
ち
在
来

の
卸
賀
市
場
を
新
た
に
統
合
し
中
央
卸
賀
市
場
と
す
る
如
き
手
数
を
か
け
る
理
由
を
失
ふ
に
至
る
。

如
斯
、
第
一
に
財
政
上
白
基
礎
、
第
二
に
利
用
上
の
効
泉
の
二
方
面
に
於
て
満
足
す
る
結
果
が
生
や
る
漆
測
が
可
能
と
な
っ
て
は

じ
め
て
中
央
卸
賀
市
場
存
立
の
可
能
性
を
断
じ
得
る
も
り
で
る
る
。
従
っ
て
以
下
此
等
二
賄
に
閲
す
る
考
へ
を
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
前
者
即
ち
財
政
的
に
成
立
し
特
る
や
否
や
の
問
題
は
筆
者
の
考
へ
の
未
だ
到
ら
ざ
る
と
市
首
局
の
計
聾
案
が
未
だ
充
分
に
完
成

せ
ざ
る
た
め
に
之
が
批
判
の
飴
地
な
き
白
事
情
に
あ
る
た
め
此
鹿
に
鯛
れ
ぬ
事
と
す
る
。
向
ほ
計
霊
祭
。
内
容
に
就
て
は
未
だ
公
開

し
能
は
ざ
る
事
情
に
る
る
事
も
此
検
討
を
困
難
な
ら
し
む
る
大
き
な
原
因
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
で
は
財
政
的
に
成
立
可
能
と
い
ふ

前
提
の
下
に
、
之
が
成
立
せ
る
結
果
果
し
て
各
関
係
者
が
之
を
有
利
に
利
用
し
得
る
や
否
や
を
問
題
と
す
る
。

即
ち
、
若
し
札
幌
市
の
如
き
中
都
市
に
其
存
立
の
可
能
性
あ
り
と
せ
ば
、
生
産
者
・
配
給
業
者
並
に
消
費
者
等
の
各
閥
係
者
は
従

前
の
配
給
組
織
に
於
け
る
場
合
と
如
何
な
る
相
遣
を
従
っ
て
利
益
る
る
立
場
若
く
は
不
利
益
友
立
場
と
た
る
か
。
特
に
生
産
者
に
封

し
て
は
、
従
来
の
配
給
組
織
に
於
て
は
生
産
者
。
行
商
等
の
方
法
に
よ
っ
て
比
較
的
無
難
に
消
化
し
得
た
小
農
業
者
の
供
給
す
る
小

量
生
産
物
の
底
置
或
は
旗
荷
の
地
場
物
臨
逐
の
問
題
等
を
此
場
合
如
何
に
底
現
す
る
や
等
の
問
題
に
就
て
考
へ
て
見
度
い
。

如
上
中
都
市
中
央
卸
賀
市
場
と
し
て
重
要
た
る
之
等
二
つ
θ
問
題
の
考
慮
な
し
に
之
が
質
施
さ
る
L
と
せ
ば
共
成
行
頗
る
憂
慮
に

値
す
る
も
の
と
言
ふ
べ
き
で
る
る
。
斯
く
て
姑
く
之
が
考
究
に
従
ふ
で
あ
ら
う
。

向
、
論
述
に
あ
た
っ
て
用
ゐ
た
事
寅
並
に
資
料
は
多
く
札
幌
市
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
営
局
に
於
て
は
未
だ
充
分
な
る
具
躍

的
計
笠
援
が
完
成
せ
や
所
謂
計
霊
期
に
-
あ
る
た
め
、
一
方
資
料
の
公
表
を
厳
秘
に
附
し
て
居
る
闘
係
上
充
分
に
之
を
求
む
る
を
得
訟

か
っ
た
。
従
っ
て
各
方
面
よ
り
之
に
闘
係
あ
る
事
項
の
調
接
続
計
書
及
び
閲
係
者
の
言
等
よ
り
推
考
す
る
の
外
泣
い
事
情
に
あ
っ
た

事
を
附
記
す
る
。
掛
か
る
事
情
の
下
に
る
っ
て
執
筆
せ
る
本
稿
は
特
に
東
京
市
中
央
却
費
市
場
長
、
札
幌
市
経
済
課
長
、
道
臆
商
工
課

長
、
八
木
・
鈴
木
南
関
係
官
及
び
岸
本
市
場
協
合
理
事
等
の
助
言
に
よ
る
底
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
此
底
に
改
め
て
謝
意
を
表
し
度
い
。

中
央
卸
質
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

九



中
央
卸
賀
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

四
O 

ニ
、
従
京
の
市
場
関
係
の
大
要

大
正
十
二
年
中
央
卸
賀
市
場
法
が
公
布
せ
ら
れ
て
以
来
全
閣
に
於
け
る
本
制
度
施
行
の
直
域
指
定
都
市
は
三
十
七
都
市
に
及
び
、

又
主
務
省
商
工
省
。
指
定
方
針
た
る
人
口
入
高
以
上
の
該
営
都
市
に
し
て
指
定
な
き
都
市
は
僅
か
に
九
都
市
に
過
ぎ
ぬ
欣
況
に
あ
る
。

今
金
闘
に
於
け
る
中
央
却
賀
市
場
の
設
立
並
に
計
藍
O
概
況
を
表
示
す
れ
ば
弐
の
如
く
で
あ
る
。

れ
中
央
卸
賀
市
場
設
立
概
況

シ該
市 都定指

殴
テ曾

指米市都

f血 其中量計{f::鐙兵定ユ 設

和18) 大57)名め 民7) ，，，13) 束。
欧 律古 島 勝 京
山 飯、90)屋、

、 、
、 繭8) 静15) 大宮)
JIl25) 探長10) 問 問 阪
崎 、崎 、 、 、、 、 函9) 佐白〉 京3) 都
下闘町

熊16) 館 iI!: 都
本
、
保
、

、
選f山11)
、 fゅの

大33) 金19) 蚊初〉 戸
牟 津

、 、
岡
、 央、12) 続憤6) 、 絞21)

ィ、34) 須 キLH) 、
倉 1~ 悦 鹿17)、 、 、

児
背38) λ1，23) 悶20)
森、 樽 山

、
、 、 、 高32)
甲'11) 新26) 登記J 知 市
府 i局 橋、 、 、
高42) 語~29) 堺27)

松 松
、

、 、 r，31) 
商44) 前36) 司
r民... 橋

、
、 4忠35)
旭39) 島
JII 
、
、 宇43)
久37) 都
官7 佑Sニg' 

米 名、
松.40)

~li 、

数
一 一

iu 四 一 四 七一

向
都
市
名
右
肩
ノ
致
字
ハ
会
園
都
市
ノ
人
口
ニ
ヨ
ル
順
位

向

W

M

世
位
、
西
宮
市
迄
ガ
人
口
八
高
以
上
ノ
商
工
省
指
定
該
首
都
市

先
づ
本
稿
。
前
述
主
題
に
入
る
に
先
立
ち
、
中
部
市
に
於
け
る
在
来
。
市
場
開
係
特
に
札
幌
市
に
於
て
は
之
が
如
何
に
あ
っ
た
か

に
就
て
記
述
し
行
論
の
資
と
す
る
。

円
詮
)

東
京
市
政
調
査
曾
嗣
「
日
本
都
市
年
鐙
」
参
照



札
幌
市
は
主
務
省
よ
り
昭
和
五
年
十
二
月
札
幌
市
を
中
心
と
す
る
都
同
町
村
即
ち
札
幌
村
・
白
石
村
・
盟
一
や
町
・
蕊
岩
村
e

突
7

似

村
を
中
央
卸
賀
市
場
匝
哉
と
す
る
指
定
を
受
け
、
目
下
共
盟
化
の
計
蓋
中
に
あ
る
事
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
而
し
て
指
定
直

域
内
の
現
存
卸
賀
市
場
は
弐
表
の
如
く
市
内
に
五
市
場
、
隣
接
地
に
一
市
場
計
六
市
場
が
存
在
し
て
北
海
道
鴎
令
に
よ
る
市
場
規
則

に
依
っ
て
札
幌
市
に
青
果
鮮
魚
類
の
配
給
を
行
っ
て
居
る
。

。“

中
央
却
賀
市
場
直
域
内
の
現
存
卸
賀
市
場

ノム、 五 四 一一一、 、 、 、、 、
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査日
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定 工一 藻
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岩
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夜夜ムi-12阪市市
郎合治合J!¥liB場一場

(
註
〉

北
海
道
卸
賀
市
場
一
由
貿
ハ
昭
和
十
年
遺
憾
商
工
諜
〉
参
照

元
来
北
海
道
の
魚
茶
に
闘
す
る
卸
賀
市
場
史
は
、
往
時
魚
商
が
合
員
組
織
に
依
っ
て
組
合
を
設
け
産
地
よ
り
荷
を
引
き
た
る
に
始

引
の
で
あ
る
が
、
漸
衣
共
盛
大
と
な
る
に
及
び
公
安
上
之
佐
取
締
る
必
要
を
生
じ
、
明
治
三
十
三
年
市
場
規
則
の
制
定
を
見
る
に
至

中
央
卸
鹿
市
場
制
度
の
中
郡
山
町
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

四

f荷主と等六市場のタトに卸鹿市場規則に依らざるもの三市場あり。
北海道・際:ー北海遣の商工要毘一七四頁

1) 

2) 



中
央
卸
賀
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

四

り
共
事
務
は
警
察
部
衛
生
謀
。
主
管
と
な
っ
た
。
斯
く
従
来
之
が
取
締
は
主
と
し
て
街
生
公
安
の
見
地
に
於
て
た
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
市
場
機
能
。
産
業
的
批
合
経
掛
的
重
要
性
白
増
加
と
共
に
斯
か
る
衛
生
公
安
の
見
地
の
み
よ
り
す
る
消
極
的
取
締
で
は
都
市
生
鮮

食
料
品
配
給
機
闘
と
し
て
充
分
な
る
機
能
の
殻
揮
が
期
待
し
得
ら
れ
な
い
。
此
鹿
に
於
て
大
正
十
一
年
十
月
之
を
産
業
部
商
工
謀
に

移
管
し
、
同
十
二
年
八
月
改
正
市
場
規
則
を
溌
布
し
、
後
昭
和
三
年
十
一
月
之
が
改
正
を
行
ひ
、
更
に
市
場
機
能
の
重
要
化
に
順
臨
す

べ
く
昭
和
八
年
十
一
丹
市
場
規
則
を
卸
賀
市
場
規
則
と
改
稿
之
を
公
布
し
今
日
に
至
っ
て
居
る
。
従
っ
て
札
幌
市
に
於
け
る
之
等
卸

賀
市
場
は
す
べ
て
此
一
般
的
規
則
に
準
じ
て
成
立
し
て
居
る
と
見
る
可
き
で

b
る
。
此
臨
令
卸
賀
市
場
規
則
は
弐
に
述
ぷ
る
如
く
共

建
前
・
趣
旨
に
於
て
殆
ん
ど
中
央
卸
賀
市
場
法
と
異
な
る
底
な
く
、
全
闘
的
に
み
て
も
相
営
進
歩
せ
る
も
の
と
見
て
差
支
・
た
か
ら
う
。

即
ち
今
日
多
く
り
却
賀
市
場
に
於
て
行
は
れ
る
取
引
方
法
は
極
め
て
情
質
的
な
而
か
も
陰
性
的
な
相
封
取
引
で
あ
り
「
.
耳
や
り
」

「
袖
引
き
」
等
の
官
習
に
依
る
も
の
が
多
い
に
到
し
之
は
債
格
の
公
聞
を
伴
ふ
牒
買
を
本
陸
と
し
て
而
か
も
呼
値
を
金
額
に
規
定
せ

る
賠
等
は
此
一
宇
を
窺
ふ
に
充
分
で
あ
ら
う
。

市
場
内
営
業
者
の
種
類
は
、
生
産
者
或
は
地
方
問
屋
よ
り
の
委
託
荷
物
を
自
己
D
名
義
乞
以
て
販
賀
す
る
所
詔
問
屋
及
び
之
を
買

入
れ
る
市
内
小
買
業
者
の
二
種
類
が
存
在
す
る
。
即
ち
仲
買
人
の
存
在
せ
ぬ
は
他
市
場
殊
に
既
設
中
央
卸
頁
市
場
と
大
い
に
共
趣
を

異
に
す
る
賠
で
あ
る
。
即
ち
小
賀
商
は
仲
良
人
の
得
ぺ
き
仲
買
口
銭
丈
け
安
慣
に
仕
入
れ
、
従
っ
て
泊
費
者
も
夫
叫
丈
け
安
慣
に
消

費
を
行
っ
て
居
る
と
考
へ
て
差
支
へ
た
い
。
換
言
す
れ
ば
札
幌
市
民
に
供
給
せ
ら
れ
る
生
鮮
食
料
品
は
仲
買
人
伝
る
中
間
商
の
介
布

な
き
た
め
共
牧
受
す
べ
き
口
銭
丈
け
省
か
れ
て
居
る
と
言
ひ
得
る
。
取
引
裂
建
白
順
序
か
ら
之
を
み
れ
ば
、
取
引
数
量
及
び
配
給
の

範
固
の
小
な
る
札
幌
市
の
如
き
中
都
市
に
於
て
は
此
中
間
商
の
介
在
後
生
を
必
要
と
し
・
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

又
仲
買
の
一
一
極
に
し
て
叩
市
場
に
て
仕
入
れ
た
る
商
品
を
乙
市
場
に
て
販
賀
す
る
事
を
業
と
す
る
市
場
相
互
の
聯
絡
機
闘
た
る
投

師
の
如
き
商
人
も
存
在
せ
歩
、
皆
業
者
の
閤
躍
と
し
て
は
小
賢
業
者
の
組
合
た
る
仲
買
組
合
(
仲
買
人
の
組
合
に
あ
ら
や
)
の
み
存

じ
問
屋
O
園
鶴
は
な
い
。
又
市
場
本
来
の
構
成
員
で
は
な
い
が
附
局
管
業
者
と
し
て
荷
主
又
は
買
出
人
の
委
託
危
う
け
共
荷
平
等
を



一
定
の
保
管
料
を
と
っ
て
保
管
す
る
茶
屋
の
如
き
も
の
も
た
い
。
向
ほ
中
都
市
市
場
と
し
て
は
特
に
重
要
た
る
制
度
で
あ
る
が
、

定
の
使
用
料
左
納
付
す
る
事
に
よ
っ
て
近
郊
生
産
者
の
市
場
内
に
む
け
る
立
資
を
許
可
さ
れ
て
居
る
賠
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

出
荷
さ
れ
る
商
品
。
荷
主
は
多
く
個
人
で
-
あ
る
が
、
青
果
は
国
睦
出
荷
も
多
く
存
ず
る
。
買
入
人
は
主
と
し
て
市
内
及
び
近
在
地

の
小
買
業
者
及
び
大
量
消
費
者
た
る
技
館
・
料
理
底
で
あ
る
。

弐
に
荷
主
封
問
屋
の
取
引
朕
況
で
る
る
が
、
形
式
は
成
行
委
託
を
一
般
と
し
指
値
に
よ
る
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
。
仕
切
は
現
金
翌

日
梯
で
あ
る
O
外
特
殊
慣
行
と
認
む
べ
き
も
の
は
な
い
。
問
屋
封
買
入
人
の
取
引
欣
況
は
主
と
し
て
公
開
的
な
艇
に
よ
り
、
特
殊
商

品
に

b
つ
て
は
相
封
取
引
で
あ
り
現
金
一
ヶ
月
決
済
で
あ
る
。

金
融
関
係
と
し
て
は
問
屋
荷
主
間
に
は
稀
で
あ
る
が
、
問
屋
見
入
人
間
に
は
保
設
金
の
傍
観
迄
の
融
過
を
行
っ
て
居
る
。

問
屋
手
数
料
は
原
則
と
し
て
販
資
総
額
。
一
割
以
内
と
さ
れ
、
現
在
は
大
躍
に
於
て
鮮
魚
一
割
、
盟
干
物
五
分
、
青
果
一
一
割
、
鳥

肉
、
卯
一
割
と
な
っ
て
居
る
。

共
に
市
場
取
扱
品
目
別
に
よ
る
現
在
卸
買
業
者
の
販
由
民
高
を
参
考
迄
に
表
示
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

~3. 
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中
火
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修
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伴
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註

)

札
幌
市
経
済
課
「
中
央
卸
賀
市
抑
制
ユ
閲
ス
ル
翻
査
委
」
参
照

即
ち
現
在
市
場
闘
係
の
取
扱
高
は
一
五

O
高
岡
儀
、
市
場
外
問
屋
の
夫
れ
は
三
四
八
寓
闘
飴
、
計
四
九
八
高
閲
飴
が
札
幌
を
中
心

と
す
る
生
鮮
食
料
品
の
取
扱
高
貫
教
で
あ
る
。
此
底
に
注
意
す
べ
き
は
市
場
の
取
扱
高
よ
り
市
場
外
問
屋
の
取
扱
高
が
大
量
で
あ
る

事
及
び
市
場
に
於
て
取
扱
ふ
商
品
は
殆
ん
ど
鮮
魚
の
み
で
他
は
市
場
外
問
屋
に
於
て
取
扱
ひ
居
る
鮪
で
る
る
。

以
上
要
之
、
在
来
の
札
幌
市
の
卸
賀
市
場
開
係
は

一
、
建
前
に
於
て
時
々
中
央
卸
賀
市
場
法
と
同
様
な
臆
令
卸
賢
市
場
規
則
に
按
つ
て
は
居
る
が
、
組
織
の
上
か
ら
み
れ
ば
中
都
市

配
給
市
場
の
特
質
と
し
て
仲
民
商
を
欠
如
せ
る
外
二
、
三
の
相
建
賄
が
存
す
る
。

二
、
向
ほ
従
来
卸
賢
市
場
は
共
会
躍
を
鮮
魚
の
取
引
に
重
賄
を
置
き
、
青
果
其
他
の
法
定
取
扱
品
は
殆
ん
ど
之
を
封
象
と
せ
や
に

個
人
問
屋
を
粧
出
し
て
居
る
。
従
っ
て
之
等
の
市
場
開
係
は
極
め
て
不
合
理
に
放
置
さ
れ
居
る
も
の
と
推
考
し
得
る
。

斯
く
て
札
幌
市
の
如
き
中
都
市
に
中
央
卸
賀
市
場
を
新
設
す
る
場
合
考
慮
す
べ
き
問
題
は



一
、
中
央
卸
賀
市
場
訟
は
元
来
大
都
市
を
封
象
と
し
て
立
案
せ
ら
れ
た
も
の
故
、
之
を
趨
営
に
中
都
市
に
趨
合
す
る
様
一
部
の
修

正
を
行
ふ
か
、
或
は

二
、
札
幌
市
に
於
け
る
如
き
中
都
市
に
即
し
た
地
方
卸
賀
市
場
規
則
を
統
一
し
之
を
充
分
に
運
用
し
得
る
如
く
検
討
す
る
か
白
二

賠
に
臨
す
る
が
、
本
稿
で
は
中
央
卸
賀
市
場
法
に
準
撮
し
て
市
場
を
設
立
す
る
も
の
と
し
て
前
越
せ
る
本
稿
主
題
の
問
題
を
以
下

順
共
検
討
す
る
。

一
、
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
各
関
係
者
の
立
場

抑
々
中
央
却
費
市
場
に
依
っ
て
生
鮮
食
料
品
配
給
の
組
織
編
成
を
合
理
化
吃
ん
と
す
る
の
意
闘
は
、
吾
固
に
於
て
は
遠
く
明
治
四

十
凶
年
宮
白
木
橋
魚
市
場
組
合
が
組
合
決
議
と
し
て
東
京
市
に
請
願
せ
る
事
買
に
裂
す
る
。
即
ち
営
時
D
宮
日
本
橋
魚
市
場
は
其
設

備
に
於
て
極
め
て
不
完
全
で
あ
り
又
市
場
内
管
業
者
も
蹴
立
競
争
の
献
況
に
る
っ
て
相
互
に
不
利
盛
・
な
る
D
み
な
ら
や
生
産
者
消
費

者
に
も
共
飴
波
を
及
ぼ
し
つ
L
あ
っ
た
。
か
く
て
業
者
側
よ
り
市
替
市
場
建
設
計
査
の
樹
立
及
び
更
に
進
ん
で
趨
営
な
る
之
が
取
締

法
を
作
製
さ
れ
た
き
旨
請
願
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
政
府
も
消
費
生
活
上
生
鮮
食
料
品
配
給
白
重
要
性
に
着
限
し
生
産

調
査
舎
に
諮
問
を
裂
し
共
答
申
を
受
け
た
。
共
後
大
正
十
一
年
の
物
慎
高
騰
期
に
は
批
合
事
業
調
査
合
工
り
中
央
卸
賀
市
場
建
設
の

建
議
を
な
す
に
豆
り
、
一
方
六
大
都
市
の
青
物
市
場
聯
合
合
等
の
業
者
よ
り
も
夫
々
建
言
を
行
っ
て
居
る
。
斯
様
に
配
給
業
者
よ
り

の
請
願
に
裂
し
共
後
世
合
各
方
面
白
要
望
と
な
る
に
及
ん
で
大
正
十
二
年
中
央
卸
賀
市
場
法
の
殻
布
と
な
っ
た
も
の
で

b
p
。
従
っ

て
本
法
の
内
容
は
北
円
滑
革
を
過
し
て
考
へ
れ
ば
、
生
産
者
側
。
利
益
も
業
者
側
の
主
張
も
或
は
泊
費
者
側
の
稲
利
も
共
に
反
映
さ
れ

て
居
る
と
一
躍
考
へ
ら
れ
る
。
然
る
に
現
寅
に
之
が
設
立
を
各
都
市
に
於
て
計
重
さ
る
L
場
合
、
多
く
の
闘
係
者
よ
り
の
反
到
の
た

め
極
め
て
賢
現
困
難
た
欣
況
に
あ
る
。

一
般
に
中
央
卸
費
市
場
の
建
設
に
際
し
て
反
封
が
る
り
得
る
と
す
れ
ば
夫
れ
は
、
一
共
卸
賢
人
牧
容
に
就
て
在
来
の
問
屋
が
従
来

中
央
卸
賢
市
場
制
度
の
巾
抑
制
市
的
修
正
に
伴
ふ
諮
問
題

四
五
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中
央
卸
賀
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

四

"、

の
問
屋
手
数
料
以
上
に
確
買
な
る
牧
入
の
確
保
を
得
ざ
る
場
合
、
一
一
市
場
開
設
者
が
市
場
権
の
制
夜
u

に
封
し
て
在
来
の
業
者
に
相
官

額
。
補
償
を
興
へ
ざ
る
場
、
合
巴
青
果
或
は
魚
類
。
生
産
者
が
市
場
の
確
立
の
た
め
却
っ
て
共
供
給
に
於
で
従
来
よ
り
も
不
利
に
な

る
場
合
、
四
従
来
の
問
屋
ハ
仲
良
商
も
稀
に
)
が
自
ら
供
給
者
に
釘
し
て
金
融
ハ
市
か
も
高
利
た
〉
を
し
て
居
た
場
合
市
場
の
確
立
現

金
取
引
に
よ
り
共
金
融
の
必
要
を
失
っ
た
結
果
従
来
D
利
益
を
失
ふ
と
と
を
恐
れ
る
場
合
等
市
場
闘
係
者
。
各
々
の
立
場
に
従
っ
て

夫
々
異
っ
て
居
る
。
以
上
は
中
央
卸
賀
市
場
建
設
に
封
し
て
起
り
得
ぺ
き
一
般
的
な
反
封
論
白
根
強
で
る
る
。
少
く
共
本
法
殻
布
以

来
就
に
十
数
年
を
経
過
す
る
今
臼
、
指
定
都
市
三
十
七
都
市
中
既
設
僅
か
に
七
都
市
に
過
ぎ
ざ
る
は
此
一
宇
を
物
語
る
も
D
と
謂
ふ

を
得
ょ
う
。
今
之
が
一
例
を
と
れ
ば
名
古
屋
市
の
中
央
卸
賀
市
場
問
題
が
あ
る
。
即
ち
名
古
屋
市
に
於
て
は
本
法
議
布
の
翌
年
建
設

費
四
百
寓
闘
の
中
央
卸
資
市
場
建
設
の
件
が
市
舎
を
通
過
し
直
ち
に
賀
行
に
若
手
す
る
か
の
如
き
模
様
で
あ
っ
た
が
、
之
が
賞
施
に

闘
し
て
異
論
を
生
じ
一
頓
挫
を
来
た
し
た
。
共
後
此
問
題
を
片
付
け
、
昭
和
二
年
に
は
中
央
卸
賀
市
場
準
備
調
主
委
員
舎
に
よ
っ
て

ト
設
備
に
闘
す
る
特
別
委
員
合
及
び
に
業
務
規
程
に
闘
す
る
特
別
委
員
合
。
ニ
特
別
委
員
舎
が
設
置
せ
ら
れ
た
。
然
る
に
後
者
の
委

員
舎
に
反
翻
意
見
。
出
る
に
及
ん
で
再
び
此
問
題
は
暗
礁
に
の
り
上
げ
た
。
共
後
商
工
省
よ
り
強
硬
に
市
D
決
意
を
促
す
に
至
っ
た

た
め
市
は
昭
和
十
年
改
め
て
市
舎
に
温
加
抽
出
算
案
の
上
程
を
行
っ
た
が
迭
に
否
決
の
.
憂
白
を
み
る
に
五
り
、
絡
に
共
質
現
不
可
能
と

な
っ
た
。
如
上
の
事
買
は
沿
革
的
に
は
各
閲
係
者
の
利
益
乃
至
意
志
を
一
臨
反
映
し
て
作
ら
れ
た
と
考
へ
ら
れ
る
本
法
も
、
賢
際
に

肱
用
さ
れ
る
場
合
に
は
各
閥
係
者
の
利
害
が
必
宇
し
も
調
和
せ
ぬ
事
を
あ
ら
は
ず
一
例
に
過
ぎ
ぬ
。

従
っ
て
之
が
建
設
応
あ
た
っ
て
は
具
間
的
事
官
の
各
場
合
に
就
て
一
膝
各
闘
係
者
の
立
場
を
考
慮
す
る
の
必
嬰
を
生
守
る
。
此
底

に
各
闘
係
者
と
は
配
給
業
者
及
び
配
給
過
程
に
於
て
共
同
端
を
泣
す
生
産
者
並
に
泊
究
者
で
あ
る
。
一
元
来
中
央
却
賀
市
場
は
卸
賀
商

仲
買
人
・
小
賀
商
と
い
ふ
如
き
配
給
業
者
と
共
雨
端
を
な
す
生
産
者
・
泊
費
者
と
い
ふ
が
如
き
各
支
持
利
害
そ
具
に
す
る
者
が
集
っ

て
出
来
て
居
る
も
の
で
あ
る
か
ら
同
一
問
題
に
就
て
も

m-者
と
乙
者
と
は
全
く
共
立
場
を
異
に
す
る
。
従
っ
て
以
下
之
等
各
閥
係
者

の
各
々
に
就
て
中
央
卸
賀
市
場
制
度
の
機
構
乃
至
建
前
を
通
し
て
此
問
題
を
考
へ
て
見
ょ
う
。
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一
、
中
央
卸
寅
市
場
法
に
よ
れ
ば
開
設
者
は
公
共
圏
臨
又
は
公
盆
法
人
に
限
ら
れ
、
私
人
又
は
皆
利
法
人
は
之
を
開
設
し
得
な
い
。

(
第
一
保
〉
之
に
封
し
従
来
白
却
費
市
場
に
於
け
る
市
場
開
設
者
に
就
て
は
特
に
法
定
の
制
限
な
く
、
一
般
の
人
が
監
督
官
磁
の
許

可
を
得
て
自
由
に
市
場
を
聞
い
て
営
業
を
行
っ
て
居
る
。
中
央
卸
賀
市
場
法
は
生
鮮
食
料
品
が
日
常
必
需
生
活
用
品
な
る
性
質
上
之

を
か
L

る
自
由
無
統
制
な
る
配
給
機
闘
に
委
し
沿
く
事
の
遺
憾
に
話
相
限
し
即
ち
之
が
事
業
の
公
後
的
性
質
か
ら
開
設
者
を
如
上
公
共

岡
鰹
又
は
公
益
法
人
に
限
定
し
た
の
で
あ
る
。

此
開
設
者
の
制
限
に
就
て
配
給
業
者
の
立
場
は
弐
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、
従
来
の
抵
存
市
場
を
中
央
却
費
市
場
に
統
合
す
る
が

た
め
に
は
後
越
の
如
く
開
設
師
存
市
場
の
閉
鎖
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
此
場
合
問
題
と
な
る
の
は
従
来
。

市
場
構
成
者
と
し
て
の
或
は
市
場
開
設
者
と
し
て
配
給
業
者
特
に
市
場
合
祉
の
如
き
替
利
法
人
の
存
在
で
あ
る
。
中
央
卸
頁
市
場
の

出
現
に
よ
っ
て
之
等
は
従
来
の
地
位
を
別
箇
の
開
設
者
即
ち
公
共
圏
臨
或
は
公
益
法
人
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
事
は
市
場
経
替
よ

り
生
や
る
利
潤
を
拾
て
単
な
る
手
数
料
を
得
る
に
止
る
商
人
に
後
退
す
る
事
を
意
味
す
る
。
此
場
合
市
場
権
剥
奪
に
よ
る
損
害
虫
仰

償
さ
る
べ
き
規
定
の
存
す
る
は
勿
論
で
あ
る
。
が
多
く
の
場
合
要
求
す
る
相
営
程
度
の
補
償
が
行
は
れ
な
い
か
或
は
雨
者
の
調
和
黙

を
見
出
す
に
困
難
な
模
様
で
あ
る
。
此
躍
に
彼
等
に
と
っ
て

D
問
題
が
存
在
す
る
。
即
ち
市
場
開
設
者
の
制
限
を
徹
去
し
開
設
者
と

し
て
皆
利
法
人
を
も
承
認
す
べ
し
と
す
る
議
論
の
生
や
る
根
擦
で
あ
る
。
即
ち
利
益
配
営
を
趨
営
に
制
限
す
る
事
に
よ
っ
て
管
利
法

人
を
も
開
設
者
と
し
て
認
め
得
る
道
を
講
じ
彼
等
の
地
位
を
確
保
せ
ん
と
す
る
O
で
あ
る
。
利
益
配
営
の
制
限
を
ど
の
程
度
に
於
て

行
ふ
か
及
び
共
形
式
・
成
否
等
は
不
明
で
あ
る
が
、
と
も
角
市
場
業
者
と
し
て
は
開
設
者
の
制
限
は
大
を
な
問
題
で
あ
り
得
ょ
う
。

次
に
之
を
生
産
者
及
び
消
費
者
の
側
よ
り
考
ふ
る
に
問
題
は
極
め
て
簡
単
で
あ
る
。
即
ち
生
産
者
に
し
ろ
泊
費
者
に
し
ろ
最
も
信

頼
性
の
あ
る
公
共
闘
盟
又
は
公
益
法
人
に
よ
る
開
設
は
営
然
排
他
的
な
営
利
法
人
に
よ
る
も
の
よ
り
安
全
且
有
利
で
あ
る
。
従
っ
て

此
賄
に
就
て
は
彼
等
に
と
っ
て
大
な
る
問
題
は
な
い
。
む
し
ろ
従
来
の
皆
利
法
人
の
場
合
よ
り
数
等
利
接
あ
る
立
場
に
立
つ
事
に
な

ら
う
。

中
央
卸
寅
市
場
制
箆
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諮
問
題
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中
央
卸
夜
市
場
制
度
の
巾
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

問
A 

斯
く
て
此
雨
4
4
の
見
解
を
如
何
に
底
迎
す
ぺ
き
か
。
利
益
配
蛍
乞
制
限
せ
る
皆
利
法
人
を
も
開
設
者
た
ら
し
め
ん
と
す
る
の
訟
は

一
臆
占
ん
も
な
設
で
は
あ
る
が
、
利
益
配
首
を
制
限
し
て
某
た
し
て
替
利
法
人
が
存
立
す
る
や
否
や
避
だ
疑
問
と
せ
ぜ
る
を
特
ぬ
。
又

此
種
事
業
の
性
質
上
一
は
公
益
的
で
あ
り
他
は
枇
命
政
策
的
で
あ
る
の
二
賭
よ
り
推
し
今
日
法
律
の
定
む
る
如
き
開
設
者
が
最
も
受

賞
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
従
前
の
肥
給
業
者
よ
り
替
利
法
人
た
る
者
に
も
開
設
者
た
る
資
格
を
興
へ
よ
と
す
る
議
論
は
、
結
局
彼
等
白

既
得
権
た
る
市
場
権
の
侵
害
に
制
す
る
柿
償
が
充
分
に
行
は
れ
な
い
事
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
か
ら
此
貼
の
考
臆
を
充
分
に
行
へ
ば

面
倒
な
問
題
は
起
る
ま
い
。
特
に
中
都
市
に
あ
っ
て
は
既
設
市
場
の
数
も
或
は
規
模
も
左
程
大
た
る
も
の
が
た
い
か
ら
此
鮪
の
考
慮

を
充
分
に
行
へ
ば
解
決
の
つ
く
問
題
と
考
へ
ら
れ
る
。

尚
之
に
就
て
蹴
米
の
事
例
を
求
め
れ
ば
従
来
は
土
地
合
枇
・
鍛
道
合
吐
・
市
場
合
祉
の
如
き
営
利
法
人
が
開
設
者
で
る
っ
た
が
、

最
近
は
公
設
主
義
の
傾
向
に
あ
る
模
様
で
る
る
事
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

二
、
中
央
卸
安
市
場
に
は
一
定
の
直
域
が
定
め
ら
れ
共
区
域
内
に
は
他
の
類
似
市
場
の
設
置
を
原
則
と
し
て
許
可
し
な
い
。
ハ
第

六
保
第
七
傑
〉
即
ち
指
定
区
域
内
の
師
存
市
場
は
総
て
一
市
場
に
統
制
さ
れ
所
謂
中
央
卸
買
市
場
が
出
来
る
の
で
あ
る
か
ら
若
し
同

一
直
域
内
に
類
似
市
場
が
存
す
る
事
は
此
統
制
紅
葉
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
中
央
卸
賀
市
場
関
係
替
業
者
は
此
取
締
に
就
て
最
大

の
闘
心
を
有
す
る
は
営
然
で
あ
る
。
相
側
り
閥
係
者
の
み
な
ら
守
中
央
卸
賀
市
場
の
任
務
を
完
か
ら
し
む
る
上
に
於
て
此
規
定
は
営
然

で
あ
ら
う
。
従
っ
て
各
闘
係
者
共
此
貼
に
就
て
は
問
題
が
あ
り
得
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、

一
ニ
、
中
央
卸
賀
市
場
を
新
た
に
開
設
す
る
場
合
市
場
内
偉
業
者
と
し
て
収
容
さ
れ
る
却
賢
人
は
、
現
在
の
却
賀
市
場
に
於
け
る
問

屋
に
優
先
樺
を
興
へ
て
之
友
牧
容
す
る
。
元
来
一
市
場
に
は
多
数
の
却
資
商
を
必
要
と
し
た
い
。
従
っ
て
如
何
な
る
人
に
も
無
制
限
に

之
を
許
可
牧
容
す
る
に
於
て
は
従
来
の
業
者
白
紙
得
擦
が
侵
害
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。
即
ち
自
由
に
希
望
者
を
牧
容
す
る
事
は
形
式

上
極
め
て
単
簡
で
は
あ
る
が
、
一
市
場
に
は
多
数
の
由
民
乎
即
ち
生
産
者
と
多
数
の
買
手
即
ち
仲
買
人
及
び
小
賀
商
と
の
中
間
的
地
位

に
あ
る
単
純
た
る
委
託
仲
買
人
た
る
却
資
人
は
無
制
限
に
必
要
と
し
な
い
故
、
現
在
存
ず
る
多
数
の
問
屋
を
中
央
卸
賀
市
場
に
牧
容



す
る
に
は
趨
首
に
之
等
多
数
の
者
を
選
出
し
て
牧
容
す
る
方
法
或
は
多
数
の
問
屋
が
舎
一
枇
を
組
織
し
て
即
ち
闇
臨
と
し
て
個
々
の
問

屋
を
す
べ
て
収
容
す
る
か
の
方
法
が
あ
る
。
後
者
は
更
に
共
闘
躍
を
一
つ
に
す
る
か
こ
つ
以
上
に
す
る
か
の
所
謂
単
複
問
題
が
る
る
。

此
問
題
を
先
づ
却
賢
人
た
ら
ん
と
す
る
現
在
の
問
屋
以
外
の
一
般
生
産
者
又
は
消
費
者
の
立
場
に
於
て
考
察
し
よ
う
。
少
く
共
現

在
の
問
屋
は
法
律
上
中
央
卸
賀
市
場
の
卸
賢
人
た
る
優
先
的
地
位
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
之
等
す
べ
て
が
樹
立
を
維
持
し
て
卸
賢

人
た
る
事
は
事
宜
上
許
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
之
等
は
圏
躍
を
作
っ
て
牧
容
さ
れ
る
の
で

b
る
。
悲
し
此
圏
憶
が
市
場
に
単
一
で
あ
る

場
合
の
一
般
的
な
利
益

b

H
市
場
取
引
の
統
制
統
一
が
容
易
な
る
事
、
口
経
費
の
低
減
従
っ
て
手
数
料
を
低
下
し
得
る
事
、
一
斗
荷

主
に
封
す
る
仕
切
が
確
質
と
な
り
法
金
の
迅
越
と
た
る
事
、
畑
業
務
上
監
督
が
容
易
と
な
る
事
等
を
事
げ
得
る
。
即
ち
生
席
者
・
消

費
者
に
と
り
利
日
俗
で
あ
る
。
然
る
に
此
利
益
は
惟
ふ
に
思
数
牧
容
制
の
場
合
に
の
み
考
へ
得
る
事
で
あ
ら
う
か
。
之
は
単
数
合
枇
制

の
場
合
。
み
な
ら
守
二
、
一
ニ
の
舎
一
拡
が
牧
容
さ
れ
た
場
合
の
所
謂
少
数
複
数
制
の
場
合
に
も
此
程
度
の
利
益
は
あ
り
得
る
。
従
っ
て

平
に
如
上
の
利
益
b
る
の
故
を
以
て
複
数
制
に
封
し
て
車
数
制
の
利
益
を
平
計
に
主
張
す
る
事
は
出
来
ね
。

此
事
は
複
数
制
。
一
般
的
弊
容
と
し
て
翠
数
制
の
利
益
の
逆
を
皐
げ
る
事
に
依
っ
て
一
臨
理
解
出
来
よ
う
。
即
ち
複
数
制
の
弊
容

と
し
て
は
斗
市
場
取
引
の
無
統
制
、

ω合
世
相
互
の
競
争
、
山
山
一
業
務
上
の
監
督
の
不
充
分
な
る
事
等
が
一
般
に
信
ぜ
ら
れ
て
居
る
。

之
を
以
て
直
ち
に
複
数
制
の
弊
害
を
断
や
る
は
平
計
で
る
る
。
即
ち
少
数
の
複
数
制
例
へ
ば
二
、
一
ニ
白
合
祉
の
場
合
は
之
等
の
弊
害

は
全
く
問
題
と
な
り
得
な
い
で
あ
ら
う
。
叉
観
鮪
を
代
え
て
複
数
制
の
利
益
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
を
邸
中
げ
れ
ば
、
第
一
に
自
由
競
争

の
結
果
生
産
者
並
に
消
費
者
に
多
大
の
利
益
友
及
ぼ
し
得
る
事
で
あ
る
。
此
利
益
の
故
佐
以
て
直
ち
に
単
数
制
を
排
し
複
数
制
の
利

を
断
や
る
事
は
出
来
ぬ
。
複
数
制
共
物
の
検
討
を
必
要
と
す
る
。
即
ち
多
数
の
複
数
制
。
場
合
は
此
考
へ
は
或
程
度
起
正
し
い
。
併

し
・
少
数
複
数
制
例
へ
ば
二
、
一
ニ
の
合
祉
の
場
合
は
之
等
の
聞
に
協
定
を
行
ふ
事
に
依
っ
て
滴
占
的
型
態
を
と
る
に
五
り
、
む
し
ろ
単

数
制
に
劣
ら
ぬ
弊
容
と
な
り
得
る
。
此
事
は
今
日
O
企
業
聯
合
乃
至
合
同
の
趨
勢
よ
り
推
測
に
難
く
た
い
。
叉
之
に
釘
し
単
数
制
の

弊
容
と
し
て
は
濁
占
の
結
果
生
産
者
・
消
費
者
に
不
営
の
損
害
佐
興
へ
る
と
い
ふ
事
で

b
る
。
併
し
之
も
前
越
の
如
く
単
数
制
に
の

中
央
卸
安
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

四
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中
央
卸
閥
抗
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

五
O 

み
限
ら
れ
て
考
へ
ら
れ
る
弊
容
で
は
な
く
少
数
の
複
数
制
に
於
て
も
同
様
の
協
定
に
よ
る
満
点
と
い
ふ
形
態
を
と
り
得
る
事
は
前
述

の
如
く
で
あ
る
。

以
上
棋
越
す
る
如
く
車
数
制
及
び
複
数
制
の
利
害
停
止
八
は
必
や
し
も
夫
れ
猫
自
の
も
の
で
は
た
く
む
し
ろ
複
数
制
そ
の
も
の
L
内

、
、
、
、
、
、
、
、

容
の
検
討
即
ち
如
何
た
る
教
の
複
数
で
あ
る
か
ピ
此
問
題
の
鍵
で
あ
る
。
斯
く
問
題
を
考
へ
来
る
と
所
謂
単
複
問
題
は
生
産
者
・
泊
費

者
共
他
卸
賢
人
以
外
の
関
係
者
に
と
っ
て
は
左
程
霊
大
な
問
題
で
は
あ
り
得
、
な
い
。
若
し
之
が
問
題
で
あ
る
な
ら
ば
夫
れ
は
単
複
に

非
守
し
て
複
数
制
の
中
の
少
数
か
多
数
か
の
問
題
で
あ
る
。
少
数
複
数
制
は
前
越
の
如
く
間
半
数
制
と
殆
ん
ど
利
害
は
同
様
で
あ
る
が

多
数
複
数
制
と
・
な
れ
ば
問
題
は
具
っ
て
来
る
。
多
数
複
数
制
の
場
合
に
於
て
は
じ
め
て
前
越
の
単
数
制
の
利
益
が
願
著
と
な
り
複
数

制
の
弊
容
が
設
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
元
来
卸
賢
人
の
機
能
は
単
純
な
る
委
託
販
賢
人
で
あ
る
か
ら
多
数
た
る
を
嬰
し
な
い
。

従
っ
て
問
題
は
弐
の
如
く
更
に
要
約
さ
れ
る
。
卸
賢
人
は
m
半
数
た
る
と
数
人
即
ち
少
数
複
数
た
る
と
は
多
少
の
得
失
は
あ
ら
う
が
本

質
的
な
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
却
賢
人
の
質
の
良
否
如
何
が
問
題
の
要
賄
で
あ
る
。
即
ち
委
託
販
賢
人
と
し
て
の
卸
賢
人
は
生
産
者

よ
り
む
委
託
に
よ
り
賀
買
取
引
の
仲
介
を
な
し
一
定
の
手
数
料
を
牧
受
す
る
事
を
業
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
澗
占
に
よ
る
弊
害
及
び

自
由
競
争
に
よ
る
利
盆
等
は
殆
ん
ど
問
題
と
な
ら
や
む
し
ろ
資
力
信
用
の
あ
る
者
を
し
て
之
に
あ
た
ら
し
め
れ
ば
よ
い
の
で
る
る
。

以
上
は
卸
貰
人
牧
容
上
の
所
簡
単
複
問
題
を
一
般
的
見
地
に
於
て
考
へ
た
の
で
・
あ
る
が
、
之
を
卸
賢
人
た
ら
ん
と
す
る
現
在
。
多

数
の
市
場
問
屋
の
側
よ
り
み
る
時
は
問
題
が
斯
く
簡
単
に
は
ゆ
か
ぬ
。
即
ち
現
在
の
問
屋
が
卸
賢
人
と
し
て
入
場
す
る
や
否
や
の
問

題
は
彼
等
に
と
っ
て
は
生
活
植
の
問
題
で
る
る
か
ら
で
あ
る
。
収
容
さ
れ
る
形
と
し
て
は
先
づ
第
一
に
各
個
の
問
屋
が
夫
々
潤
立
の

形
に
於
て
入
場
す
る
事
が
考
へ
ら
れ
る
が
之
は
霞
際
問
題
と
し
て
論
や
る
に
足
り
友
い
。
従
っ
て
此
問
題
は
前
越
の
如
く
牧
容
さ
れ

る
闘
胞
を
皐
に
す
る
か
複
に
す
る
か
の
問
題
と
な
る
。
此
場
合
同
単
数
制
と
は
在
来
の
市
場
問
屋
全
樫
を
了
曾
枇
に
結
成
せ
し
め
之
を

収
容
す
る
事
で
る
り
、
複
数
制
と
は
合
枇
を
こ
っ
或
は
三
つ
に
酎
立
せ
し
め
て
入
場
せ
し
む
る
場
合
で
あ
る
。
既
に
述
ぺ
た
如
く
生
産

者
・
泊
費
者
に
と
っ
て
は
此
場
合
単
複
何
れ
で
も
其
利
窓
口
は
大
同
小
異
で
る
る
が
営
業
者
に
と
っ
て
は
替
業
上
大
問
題
で
あ
ら
う
。

併
し
之
を
大
局
よ
り
思
ふ
に
、
車
数
の
場
合
は
相
互
が
競
争
的
地
位
に
立
つ
も
の
が
な
い
た
め
比
較
的
共
経
皆
乃
五
地
位
が
安
全
で



あ
る
が
、
複
数
制
の
場
合
は
相
互
に
或
程
度
の
競
争
が
行
は
れ
優
勝
劣
敗
を
結
果
し
よ
う
。
勿
論
之
は
時
期
の
問
題
で
は
あ
ら
う
が

業
者
と
し
て
は
多
少
管
業
上
不
安
定
た
る
を
免
れ
ぬ
。
依
っ
て
単
複
如
何
な
る
型
態
を
以
て
問
屋
を
結
成
し
卸
賢
人
た
ら
ん
と
す
べ

き
か
は
営
業
者
に
と
っ
て
明
白
で
あ
ら
う
。

従
っ
て
此
問
題
は
在
来
の
問
屋
聞
に
於
け
る
慣
習
並
に
市
場
関
係
の
賢
欣
如
何
に
よ
り
趨
宜
一
乃
五
二
、
一
ニ
の
合
枇
を
組
織
す
れ

ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
従
来
各
市
に
於
て
み
ら
れ
る
草
複
問
題
の
紛
争
は
開
設
者
に
於
て
間
半
数
制
を
規
定
せ
る
た
め
に
起
る
も
の
で

あ
る
。
即
ち
共
紛
争
の
根
源
は
問
屋
相
互
が
合
併
し
て
一
市
場
合
祉
を
結
成
す
る
に
は
営
事
者
聞
に
徐
り
に
利
害
関
係
が
複
雑
に
過

ぎ
る
が
た
め
で
る
る
故
、
此
皐
複
制
採
用
の
問
題
は
本
法
の
制
定
理
由
に
於
て
何
れ
を
と
る
も
大
同
小
異
で
る
る
以
上
、
首
局
者
は

常
事
者
。
見
解
に
委
せ
て
も
何
等
差
支
な
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
前
越
の
如
く
本
法
制
定
の
趣
旨
よ
り
み
て
単
複
制
何
れ
を
採
用
し

て
も
共
結
果
に
於
て
大
同
小
異
で
る
る
故
む
し
ろ
此
問
題
は
営
事
者
間
の
従
来
の
闘
係
に
よ
っ
て
会
問
屋
な
一
合
枇
に
結
成
し
難
き

も
の
は
こ
、
三
の
合
枇
に
分
立
し
複
数
制
を
と
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
会
簡
を
一
市
場
合
祉
に
閤
結
し
得
れ
ば
間
半
数
制
と
な
し
得
る

起
の
事
で
あ
る
。

四
仲
買
人
に
闘
し
で
も
卸
賢
人
と
同
様
共
牧
容
に
就
て
は
在
来
の
夫
れ
に
便
先
資
格
を
認
め
て
居
る
。
中
央
部
賀
市
場
法
に
よ
れ

ば
現
在
D
問
屋
は
卸
資
合
枇
を
組
織
す
る
事
に
よ
っ
て
各
構
成
員
は
共
株
主
と
な
り
同
時
に
仲
買
人
と
な
り
得
る
の
で
る
る
。
即
ち

多
数
の
在
来
の
問
屋
は
問
屋
替
業
を
舎
一
位
と
し
て
結
合
率
化
し
、
個
人
と
し
て
は
仲
買
替
業
を
行
ひ
得
る
D
で
あ
る
。
現
在
の
問
屋

は
市
場
多
年
の
撹
習
上
仲
買
を
食
業
し
て
居
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
然
る
に
此
問
屋
栽
仲
買
業
と
い
ふ
如
き
同
一
人
が
問
屋
仲
買
の

雨
行
錯
を
鏡
ね
る
事
は
多
く
の
弊
害
を
生
み
取
引
の
不
公
正
を
招
来
す
る
。
此
慮
に
中
央
卸
賀
市
場
は
此
同
一
人
に
よ
る
乗
業
を
分

離
し
取
引
の
公
正
を
悶
ら
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

克
も
此
仲
買
人
は
中
小
都
市
又
は
小
量
荷
物
の
取
扱
市
場
に
於
て
は
或
は
不
必
要
で
る
る
が
大
都
市
市
場
に
於
て
は
絶
劉
的
に
必

要
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
中
央
卸
賀
市
場
は
共
都
市
会
消
費
量
。
総
計
が
集
散
取
引
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
共
量
額
は
巨
大
で
あ

る
。
然
る
に
一
方
究
極
の
之
が
泊
費
単
位
萱
は
極
め
て
小
量
で
あ
る
故
共
直
接
配
給
機
関
た
る
小
賀
商
の
購
買
金
も
亦
小
量
で
あ

中
央
卸
貨
市
場
制
度
の
巾
都
市
的
修
正
に
作
ふ
諸
問
題

互工



巾
央
卸
鹿
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

五

一
方
小
賢
商
の
教
は
極
め
て
多
数
で
あ
る
。
か
く
て
多
数
の
小
資
商
に
釘
し
て
直
接
に
大
量
の
集
荷
物
を
小
量
に
分
割
し
、
限

ら
れ
た
る
時
間
内
に
敏
速
に
取
引
す
る
事
は
事
賃
上
不
可
能
で
あ
る
。
此
庭
に
市
場
に
集
荷
せ
ら
れ
た
る
大
量
荷
物
を
散
荷
す
る
に

あ
た
っ
て
比
較
的
大
量
注
目
取
り
之
を
更
に
多
数
の
小
菅
商
に
小
量
宛
引
渡
す
配
給
機
闘
即
ち
仲
買
商
が
費
生
す
る
の
で
あ
る
。
即

ち
仲
買
犠
飛
な
る
中
間
配
給
業
は
大
都
市
に
於
け
る
市
場
組
織
の
必
要
上
護
生
せ
る
も
の
で
之
が
排
除
に
よ
り
配
給
費
の
節
減
従
っ
て

生
産
者
・
消
費
者
の
利
益
を
確
保
せ
ん
と
す
る
の
不
可
能
た
る
所
以
で
あ
る
。

る。如
折
、
仲
買
業
者
の
必
要
た
る
以
上
共
牧
容
教
を
如
何
に
定
む
べ
き
や
が
次
の
問
題
で
る
る
。
之
は
仲
買
業
の
本
質
を
知
る
事
に

よ
っ
て
自
ら
決
定
し
得
る
問
題
で
あ
る
。
仲
買
業
は
自
己
の
計
算
に
よ
り
卸
買
荷
主
過
し
て
生
産
者
た
る
荷
主
よ
り
荷
物
を
買
取
り

之
を
小
賀
商
を
封
象
と
し
て
賀
買
取
引
を
行
ふ
差
益
商
人
で
あ
る
。
従
ヲ
て
仲
買
業
は
生
産
者
に
到
し
て
は
買
手
で
あ
り
、
小
賀
商

に
封
し
で
は
翼
手
で
あ
る
。
先
づ
前
者
。
閥
係
を
見
る
に
多
数
白
由
貿
手
た
る
生
産
者
に
封
し
仲
買
人
が
少
数
で
る
る
場
合
は
所
謂
賀

市
め
に
よ
る
潤
占
現
象
を
主
し
、
後
者
の
場
合
は
多
数
O
買
手
た
る
小
賀
商
に
釘
し
仲
買
人
が
少
数
で
あ
る
場
合
は
所
謂
賀
惜
し
み

に
よ
る
猫
占
現
象
を
呈
す
る
に
王
る
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
此
仲
買
は
中
央
卸
賀
市
場
法
の
建
前
か
ら
み
て
蛍
然
貸
手
と
し
て
も
買
手

と
し
て
も
多
敢
な
る
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
此
多
数
の
賢
買
雨
営
業
者
が
集
合
し
自
由
競
争
に
依
っ
て
需
給
闘
係
の
平
衡
を
得

る
機
構
が
公
正
な
る
中
央
卸
賀
市
場
の
任
務
で
あ
る
。
此
賄
更
に
法
律
は
仲
買
人
以
外
の
小
賀
商
共
他
に
封
し
で
も
直
接
に
却
費
に

参
加
し
仲
買
人
の
禁
制
を
行
は
し
め
得
る
事
に
な
っ
て
居
る
。

以
上
嬰
す
る
に
卸
賢
人
の
員
数
は
共
本
来
の
職
能
上
問
題
で
は
た
い
が
、
仲
買
人
の
員
数
は
仲
買
人
以
外
D
関
係
者
よ
り
見
た
る

場
合
は
共
多
敢
な
る
を
可
と
す
る
の
で
る
る
。
然
る
に
之
を
仲
買
人
自
身
よ
り
見
る
場
合
は
彼
等
に
と
っ
て
死
活
の
問
題
で
あ
る
。
先

づ
第
一
に
仲
珂
人
の
優
先
資
格
で
あ
る
が
、
現
在
の
仲
買
人
以
外
の
者
例
へ
ば
問
屋
の
如
き
に
も
之
を
許
可
す
る
か
更
に
新
ら
し
く

仲
買
業
を
皆
ま
ん
と
す
る
者
に
も
許
可
し
仲
買
人
の
教
を
増
加
す
る
か
と
い
ふ
如
き
問
題
は
仲
買
人
と
し
て
重
大
た
問
題
で
あ
ら
う

仲
買
人
と
し
て
は
之
に
釘
し
可
成
的
少
数
制
を
以
て
利
と
す
る
は
賞
然
で
あ
る
。
尚
前
述
の
仲
買
人
以
外
の
者
即
ち
買
出
入
の
却



費
参
加
の
問
題
で
あ
る
が
、
之
も
仲
間
瓦
営
業
上
極
め
て
重
要
問
題
と
し
て
反
封
的
態
度
を
と
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。

然
る
に
之
等
の

仲
買
人
に
釘
す
る
制
約
は
程
度
問
題
、

即
ち
一
般
的
な
問
題
に
非
や
し
て
仲
買
人
の
或
一
部
に
封
す
る
問
題
で
あ
り
而
か
も
市
場
法

立
法
O
理
由
が
吐
舎
政
策
的
乃
至
市
場
合
理
化
と
い
ふ
鮪
に
あ
る
と
い
ふ
賠
よ
り
み
て
、
此
程
度
の
制
約
に
よ
り
蒙
る
損
害
は
却
費

人
の
市
場
樫
制
奪
に
封
ず
る
柿
一
一
慣
と
同
様
に
之
に
よ
っ
て
損
害
を
受
く
る
者
に
封
し
て
柿
償
を
興
へ
れ
ば
よ
い
D
で
あ
る
。
唯
此
賄

の
規
定
を
市
場
法
に
欠
如
せ
る
は
法
の
不
備
で
あ
る
。

同
卸
賢
人
の
市
場
取
引
の
方
出
品
は
無
統
制
を
防
ぐ
た
め
中
央
卸
賀
市
場
法
に
よ
っ
て
比
較
的
厳
格
に
規
定
し
て
居
る
。
即
ち
前
述

の
如
く
市
場
関
係
者
の
員
数
共
他
が
合
理
的
に
決
定
さ
れ
た
と
し
て
も
管
業
方
法
に
於
て
無
秩
序
の
場
合
は
共
効
果
を
期
待
し
得
ら

れ
ぬ
。先
づ
第
一
に
却
賢
人
の
管
業
方
法
は
原
則
と
し
て
委
託
販
買
に
依
る
事
従
っ
て
資
質
行
詩
を
な
す
も

ω
で
は
た
い
。
唯
特
殊
な
事

情
例
へ
ば
新
地
方
と
新
に
取
引
を
開
始
す
る
と
い
ふ
如
く
委
託
に
依
つ
て
は
充
分
に
供
給
を
仰
ぎ
得
ぬ
如
き
場
合
は
特
に
買
付
を
許

可
す
る
事
に
な
っ
て
居
る
。
と
も
角
如
斯
、
委
託
を
原
則
と
す
る
世
帯
は
生
産
者
並
に
消
費
者
に
と
り
有
利
で
あ
る
。
即
ち
若
し
之
に

買
付
を
許
可
す
れ
ば
卸
賓
人
の
所
謂
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
利
心
を
誘
ひ
、
自
己
の
買
付
商
品
の
有
利
な
る
取
引
に
の
み
専
念
し
委

託
商
品
を
省
み
ざ
る
に
王
る
の
み
な
ら
や
或
場
合
は
滴
占
的
行
需
を
行
ひ
得
る
飴
地
を
典
へ
る
か
ら
で
あ
る
J

女
に
卸
賢
人
の
販
賢
方
法
は
牒
買
に
よ
る
事
佐
原
則
と
し
て
居
る
。
ハ
第
十
四
保
ゾ
今
日
多
く
の
市
場
は
相
封
頁
即
ち
問
屋
仲
買
間

の
相
封
値
段
で
取
引
さ
れ
る
D
で
生
産
者
に
も
小
賀
商
に
も
共
聞
に
決
め
ら
れ
た
債
格
を
知
る
と
と
を
得
た
い
。
共
の
た
め
に
公
正

な
取
引
が
行
は
れ
難
く
生
産
者
と
し
て
白
荷
主
及
び
消
費
者
は
著
し
い
不
利
益
を
受
け
て
居
る
。
中
央
卸
賀
市
場
に
は
例
外
は
別
と

し
て
も
原
則
上
此
弊
害
を
防
止
す
る
た
め
取
引
債
格
の
公
開
を
仲
ふ
牒
買
を
行
ふ
事
に
規
定
し
て
居
る
。
又
之
は
多
数
の
買
手
の
自

由
競
争
に
よ
っ
て
債
格
の
決
定
を
見
る
も
の
で
あ
る
か
ら
其
聞
に
却
賢
人
の
硝
占
は
許
さ
れ
た
い
。
如
斯
、
取
引
方
法
に
於
て
鼎
賢
を

原
則
と
す
る
事
は
一
般
に
公
豆
な
る
取
引
を
行
ふ
上
に
於
て
極
め
て
必
要
な
も
の
で
、
卸
賢
人
と
雌
も
従
来
の
如
き
慣
格
の
不
公
開

中
央
卸
賀
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

玄.

外周にて委託販資を禁止して腐る底は巴里市のみなり。。〉



中
央
卸
寅
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

五
回

を
奇
と
し
て
屡
々
行
は
れ
た
不
公
正
な
手
段
に
よ
る
取
引
が
防
止
さ
れ
た
と
い
ふ
事
に
よ
っ
て
痛
停
を
訴
ふ
べ
き
理
由
は
あ
り
得
ぬ
。

次
に
卸
賢
人
の
荷
主
よ
り
受
理
す
る
手
数
料
の
一
定
で
る
る
。
次
表
に
一
不
す
如
く
金
閣
の
例
を
み
る
も
全
く
飢
脈
の
湛
だ
し
き
も

D
が
あ
り
殊
に
島
根
臓
の
如
き
は
八
分
か
ら
二
割
四
分
と
い
ふ
不
統
一
ぷ
り
で
あ
る
。
此
事
は
出
荷
者
に
於
て
安
心
し
て
市
場
へ
出

荷
し
得
な
い
原
因
の
一
つ
で
大
い
に
考
慮
-K
要
し
よ
う
。

M
V

全
閣
に
於
け
る
手
数
料
及
び
歩
民
の
概
況
%

6長¥l 手数料 l歩民|
鮮魚l鳥獣肉卵|青果¥I謹子仲良¥;荷主

京都

大阪 0.5 -1. 

神奈川 0.3 -1.0010.5“1.00 0.8 -1.0010.6 -1.001 0.451 0.351 

古手 間 0.7 -1.00 

愛知 1.3010.2 -0.3 

滋賀 0.7 -1.20 0.7 -1.0010.5 -0.8 10.5 -0.15 

f山:~ R 白 協定アF号
0.7 1.00 ・0.5 ノ=ー限0.P 

兵庫 0.1 -0.2 

民局
0.5 -1.5010.4 -1.00 

鳥取
0.6 -0.95 0.6 -1. 0010.3骨0.710.1 -0.3 

山口
1.00-1.25 1.00-1.25 1.00-1.25 0.8 -1.25 0.2 -0.5 

千葉
0.25-1.20 0.2 -1.00 0.1 -0.2 

h号玉
1.00 1.00 0.2 -0.4 

群馬
0.3 -1.0010.05-1.00 0.5 -1.00 0.5白1.000.1 -0.3 

0.5句1.0010.5-0.7 0.5 -0.8 0.5 -1.00 0.1 -0.5 0.1 
富山 0.35-1.00 0.6 -1.00 1.6 -1.00 0.6 -1.00 0.055向0.470.03-0.3 

山梨 0.8 -1.2 0.2 -1.00 0.8 0.2 -0.3 0.1 -0.2 

民事良 0.8 -2.40 0.05 -0.5 

稲井 ブー b‘ ノ

新 潟 0.4 -1.80 0.5 -1.00 0.1 -1.00! 

官妓 1.20 1.00 1.00 0.5 

山形 0.5 -1.40 0.5 -1.20 0.25 -0.75 0.05-0.2 

青森 0.8 0.8 -1.00 0.6 -0.7 0.1 -0.3 0.1-0.3 

高知 0.75-1.00 0.1 -0.25 

塁走 援 0.8 -1.20 0.05 -0.3 0.02-0.1 

和歌山 0.45制1.40 0.2 -0.55 0.1-0.4 

香川 1.00-1.30 1.00 0.2 -0.5 

大分 0.8 -1.20 1.00 1.00 0.2 

宮崎 0.8h1.001 0.5 -1.00 0.5 -0.8 0.1 -0.4 

熊本 0.5 -1.00 0.8 -1.00 0.5 -0.8 0.05 -0.25 0.1 -0.3 

鹿児島 0.8 -1.00 0.5 -1.00 0.1 0.1 -0.2 

佐賀 0.6-1.0010.6 -1.0010.7 -1.0010.7 -1.0010.2 -04. 

(説〉北海道卸寅市場協合合報第廿間放or裁岸本銘治郎氏稿
「会闘の手数料不統一と地方卸賀市場法の必要」より作表



か
く
て
中
央
卸
賀
市
場
は
手
数
料
の
一
定
を
規
定
し
て
居
る
。
勿
論
生
産
者
よ
り
直
接
に
消
費
者
に
、
と
い
ふ
配
給
組
織
に
於
て
は

之
が
省
略
も
出
来
得
ょ
う
が
、
今
日
之
は
理
想
論
で
あ
る
以
上
む
し
ろ
中
間
業
者
と
し
て
の
卸
頁
人
の
手
数
料
の
不
営
牧
受
を
防
止

す
る
方
法
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

長
後
に
支
梯
方
法
で
る
る
が
之
は
必
宇
翌
日
起
に

E
確
に
仕
切
を
詮
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
支
梯
の
碓
貨
な
る
事
迅
速
な
る
事
は
如
何

な
る
取
引
に
於
て
も
配
給
上
闘
滑
を
期
す
る
上
に
重
要
な
要
件
で
あ
る
。

以
上
婆
之
、
卸
買
人
の
替
設
は
ト
委
託
販
買
に
脚
称
賛
一
に
手
数
料
の
一
定
側
支
掛
の
迅
速
碓
質
を
原
則
と
し
て
居
る
。
新
か
る
卸
賢
人

の
性
質
上
よ
り
し
て
一
市
場
に
多
数
の
業
者
を
必
要
と
し
な
い
事
及
び
共
底
に
競
争
の
飴
地
の
存
せ
ぬ
惑
を
却
解
し
符
ょ
う
e

此
問

題
は
市
場
。
堅
貫
な
る
護
展
、
合
理
的
な
護
建
を
完
う
せ
ん
が
た
め
に
は
関
係
者
す
ぺ
て
異
論
な
か
る
べ
し
と
考
へ
る
。

五
、
買
出
人
の
卸
資
に
於
け
る
競
資
参
加
を
認
め
た
事
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
市
場
取
引
の
正
常
的
盟
系
は
荷
主
よ
り
却

賓
人
を
過
し
て
仲
買
人
が
貿
ひ
、
之
を
買
出
人
た
る
小
賀
商
が
買
取
る
の
で
あ
る
が
前
越
の
如
く
大
な
る
小
費
商
乃
豆
大
量
消
費
者

は
仲
買
人
を
一
瑚
さ
歩
牒
資
に
直
接
参
加
し
得
る
の
で
あ
る
。

之
は
卸
費
人
と
仲
買
人
の
み
に
よ
る
競
買
に
特
定
の
買
同
人
を
参
加
せ
し
め
て
仲
買
人
に
一
一
極
の
宗
制
を
輿
へ
る
も
の
と
考
へ
ら

れ
る
。
即
ち
仲
買
人
同
志
の
談
合
に
よ
っ
て
債
格
D
低
下
を
策
し
之
を
不
営
な
高
値
に
寅
却
す
る
等
生
産
者
並
に
買
出
入
に
不
利
益

を
及
ぼ
す
場
合
。
索
制
と
し
て
小
賀
商
を
之
に
参
加
せ
し
め
ん
と
す
る
も
白
で
あ
る
。
従
っ
て
生
産
者
に
と
っ
て
は
有
利
ゑ
規
定
で

あ
ら
う
。
併
し
民
出
人
に
と
っ
て
は
必
十
し
も
利
害
一
様
で
は
な
い
。
即
ち
耀
買
に
参
加
し
得
る
も
の
は
よ
い
が
然
ら
ざ
る
多
く
の

者
は
斯
か
る
者
が
胸
称
賛
に
参
加
し
て
値
を
上
げ
る
た
め
仲
買
人
よ
り
の
買
入
値
段
が
高
く
な
る
。
従
う
て
此
等
小
賀
商
乃
至
消
費
者

は
却
っ
て
不
利
な
立
場
に
立
つ
苓
も
る
ら
う
。
何
れ
に
し
て
も
此
特
別
規
定
は
本
法
制
定
の
理
由
よ
り
来
た
も
の
で
多
少
の
不
利
を

み
る
者
も
存
し
よ
う
が
之
も
市
場
合
理
化
と
い
ふ
長
い
自
で
見
た
場
合
は
容
認
さ
る
べ
き
性
質
D
も
の
で

b
る。

六
、
生
産
者
は
中
央
却
賀
市
場
の
開
設
に
よ
っ
て
如
何
な
る
立
場
と
な
る
か
。
先
づ
第
一
に
生
原
者
の
直
接
の
相
手
方
た
る
卸
寅

中
央
卸
賀
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

五
五

従って卸ft人吹若手1二のJiTr謂原被問題は会〈根擦を有せぬ感情的問題であるときへ考
へられる。

7) 



中
央
卸
賀
市
場
制
皮
の
巾
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

五
六

人
は
従
来
の
問
屋
白
如
く
小
資
本
で
な
く
大
資
本
を
擁
す
る
舎
枇
組
織
で
あ
り
、
又
共
業
務
は
厳
格
た
る
監
督
の
下
に
業
務
規
定
に

準
や
る
も
の
で
あ
る
か
ら
荷
主
に
と
っ
て
は
従
前
よ
り
可
成
り
信
用
的
で
あ
る
。
第
二
に
仕
切
代
金
支
梯
の
方
法
も
既
に
地
ぷ
る
如

く
迅
速
且
確
質
で
あ
る
所
か
ら
在
来
の
如
き
問
屋
の
不
誠
貫
不
公
正
な
結
果
蒙
る
危
除
は
先
づ
な
い
と
考
へ
て
よ
い
。
第
一
ニ
に
却
賢

人
は
荷
主
か
ら
の
着
荷
を
着
荷
順
に
上
場
し
騨
賀
に
よ
っ
て
債
絡
を
公
正
に
決
定
し
、
手
数
料
も
版
頁
債
格
。
一
割
以
下
に
公
定
さ

れ
て
居
る
関
係
上
不
営
友
利
得
を
卸
賢
人
に
占
め
ら
れ
る
心
配
も
な
い
。
第
四
に
従
来
の
市
場
に
於
け
る
如
く
問
屋
の
教
が
多
数
で

な
い
か
ら
生
産
者
は
共
相
手
方
の
選
揮
に
貯
を
要
し
な
同
。
第
五
に
市
場
の
位
置
が
交
趨
至
便
の
地
に
設
置
さ
れ
る
か
ら
運
賃
諸
掛

が
減
じ
出
荷
を
容
易
な
ら
し
め
る
。
如
斯
、
生
産
者
と
し
て
は
大
関
に
於
て
有
利
な
立
場
に
た
り
得
る
の
で
あ
る
が
此
底
に
不
利
益

と
考
へ
ら
れ
る
貼
に
つ
き
些
か
越
ペ
ょ
う
。

先
づ
第
一
に
小
生
恥
和
わ
り
の
出
件
で
あ
る
が
之
は
従
来
の
例
人
問
屋
と
具
り
大
規
模
合
枇
組
織
の
卸
賢
人
を
相
手
と
す
る
た
め

小
量
出
荷
の
底
理
が
農
侍
さ
れ
る
虞
れ
が
あ
る
事
で
あ
る
。
之
に
就
て
は
一
般
に
在
来
の
出
荷
組
合
を
鏑
大
し
、
小
量
出
荷
を
大
量

化
し
更
に
其
他
の
出
荷
斡
旋
機
闘
と
の
統
制
を
と
る
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
第
二
に
近
郊
農
村
地
帯
の
出
荷
者
の
蒙
る
不
利
で
あ
る
。

之
は
中
央
却
費
市
場
の
性
質
上
首
然
の
結
果
で
あ
ら
う
が
在
来
の
市
場
に
於
け
る
取
引
率
位
の
小
口
が
大
口
に
な
っ
た
た
め
遠
隔
地

よ
り
の
共
同
出
荷
即
ち
股
荷
の
利
便
が
著
し
く
な
り
之
が
た
め
近
在
荷
の
不
振
を
来
た
せ
る
に
由
来
す
る
。
此
著
例
と
し
て
は
大
阪

市
中
央
卸
賀
市
場
の
開
設
に
伴
ふ
地
元
国
欝
農
産
物
の
旗
荷
に
よ
る
駆
逐
で
あ
る
。
即
ち
最
近
大
阪
府
下
の
園
都
民
農
産
物
は
年
産
一
、

三
O
O高
開
平
均
と
な
っ
て
居
た
が
、
昭
和
七
年
に
中
央
却
賀
市
場
の
開
設
の
結
果
大
阪
近
在
荷
は
他
府
腕
出
荷
の
践
蹴
に
委
さ
れ

る
の
傾
向
が
見
え
た
。
即
ち
大
阪
府
農
務
課
調
主
エ
ヨ
ル
昭
和
入
・
九
年
ノ
大
阪
市
場
主
要
府
鯨
青
果
物
取
扱
高

65. 
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昭
和
十
年
十
一
月
サ
六
日

山
来
、
現
行
中
央
却
賀
市
場
法
並
に
共
諸
規
程
の
大
部
分
は
大
都
市
市
場
に
趨
合
す
る
事
を
前
提
と
し
て
居
る
事
、
従
っ
て
遠
距

離
出
荷
即
ち
旗
荷
の
取
引
に
其
霊
鮪
を
沿
い
て
規
定
せ
ら
れ
て
居
る
結
果
近
在
荷
の
取
引
及
び
之
を
主
題
と
す
る
中
小
都
市
市
場
に

於
て
は
朗
る
共
通
合
を
扶
く
憾
み
が
あ
る
。
大
阪
市
中
央
卸
賀
市
場
開
設
に
伴
ふ
地
場
物
の
旋
荷
進
出
に
よ
る
不
振
は
此
市
場
法
共

設

大
阪
朝
日
新
聞
〉

物
の
蛍
然
の
結
果
の
一
つ
の
あ
ら
は
れ
で
あ
ら
う
。

斯
く
て
生
産
者
と
し
て
の
問
題
は
弐
の
二
黙
に
蹄
着
す
る
。
即
ち
一
は
小
口
出
荷
を
行
ふ
小
生
産
者
即
ち
零
細
農
の
問
題
、
こ
は

近
在
出
荷
者
た
る
近
郊
農
業
者
の
問
題
之
で
あ
る
。
前
者
は
階
級
的
制
約
、
後
者
は
場
所
的
制
約
の
問
題
で
あ
る
。
之
等
に
就
て
は

札
幌
市
の
主
要
青
果
供
給
市
場
た
る
部
岩
説
奈
生
産
組
合
閲
山
卸
賀
市
場
ハ
俗
稲
岡
山
朝
市
ゾ
に
就
て
行
っ
た
私
の
調
読
を
基
礎
に

姑
く
考
へ
て
み
る
。

謀
治
読
茶
生
産
組
合
却
費
市
場
の
殻
生
に
就
て
は
頼
る
べ
き
調
書
を
飲
き
従
っ
て
正
確
に
は
分
ら
ぬ
が
、
営
地
故
老
の
口
速
に
よ

れ
ば
遠
く
明
治
二
十
七
、
八
年
頃
に
始
ま
る
も
の

L
如
く
で
あ
る
。
夫
れ
以
前
に
於
て
は
近
郊
農
家
の
市
内
行
商
が
生
産
物
販
賓
の

方
法
で
あ
っ
た
。
然
か
る
に
共
後
市
内
に
仲
買
人
が
自
然
に
費
生
し
、
現
在
の
南
一
保
西
十
了
目
附
近
に
生
産
者
と
務
合
ひ
集
闇
取

引
を
行
ふ
に
至
り
此
鹿
に
市
場
。
形
成
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
漸
次
市
白
護
展
に
伴
ひ
市
場
は
敢
共
西
方
郊
村
地
帯
に
移
轄
を
飴
慌

た
く
さ
れ
、
大
正
十
一
年
に
現
在
地
に
移
轄
し
た
。
大
正
十
二
年
以
降
は
臨
令
の
市
場
法
に
依
る
認
可
市
場
で
あ
り
、
菰
菜
果
寅
・

林
野
副
産
物
・
花
舟
・
農
産
簡
易
加
工
口
問
及
び
副
業
の
鶏
卵
を
取
扱
品
目
と
す
る
市
場
で
る
る
。
組
合
員
は
今
日
七
百
飴
名
を
数
へ

札
幌
市
・
札
幌
村
・
琴
似
村
・
蕊
岩
村
・
手
稲
村
・
豊
平
町
・
白
石
村
の
所
謂
札
幌
市
の
都
周
町
村
居
住
の
農
合
員
ハ
札
幌
市
は
農

業
者
)
た
る
菰
茶
・
泉
質
・
花
升
の
生
産
者
で
組
織
さ
れ
て
居
る
。
向
、
組
合
員
は
左
D
種
別
に
よ
り
コ
一
種
別
さ
れ
る
。
即
ち

中
央
卸
賀
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

五
七



一、

中
央
卸
賀
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

五
i¥ 

荷
馬
車
に
て
入
場
す
る
者

荷
車
・
・
リ
ヤ
カ
ー
に
て
入
場
す
る
者

一
等
組
合
員

二
、
二
等
組
合
員

一
ニ
、
三
等
組
合
員
負
飽
で
入
場
す
る
者

向
、
之
等
の
組
合
員
。
外
、
毎
年
所
定
の
市
場
使
用
料
を
納
付
す
る
者
及
び
市
場
敷
地
隣
接
の
応
舗
を
布
す
る
地
方
議
茶
泉
質
販

買
業
者
に
し
て
指
定
。
使
用
料
を
納
付
す
る
者
の
二
者
が
市
場
の
使
用
を
許
さ
れ
る
。

組
合
員
の
市
場
使
用
料
及
び
組
合
殺
は

飾
帯
組
合
員

一
等
組
合
員

一
等
組
合
員

年
使
用
料

問
問
八
十
銭

三
闘
二
十
銭

一
回
六
十
銭

年
組
合
賓

一
回
二
十
銭

八
十
銭

四
十
銭

--hrHH 

六
回
附

O
O銭

問
問

O
O銭

二
悶
O
O銭

と
い
ふ
事
に
な
っ
て
居
る
。

取
引
方
法
は
委
託
を
行
は
や
供
給
需
要
雨
者
の
各
自
相
釣
の
直
接
取
引
を
行
ひ
、
符
牒
時
披
等
は
之
を
禁
止
し
公
正
取
引
を
主
眼

と
し
て
居
る
。
年
賀
上
高
約
二
十
九
高
飴
闘
で
あ
る
。
出
荷
扶
況
は
勿
論
季
節
に
よ
り
同
調
る
が
大
部
分
は
組
合
直
域
内
即
ち
近
在
荷

の
地
場
物
で
あ
る
が
、
時
に
は
抜
荷
と
し
て
岩
見
細
部
方
面
よ
り
の
斑
茶
も
多
量
に
取
引
の
封
象
と
な
っ
て
居
る
模
様
で
あ
る
。

此
組
合
員
の
組
成
を
主
と
し
て
経
済
的
貧
官
と
い
ふ
鮪
か
ら
み
れ
ば
大
臨
失
の
如
く
で
あ
る
。
組
合
に
未
だ
充
分
な
る
調
夜
、
な
く

又
年
々
組
合
員
が
鑓
更
し
て
一
定
す
る
事
が
な
い
の
で
明
瞭
な
数
字
は
之
を
求
め
得
な
い
が
組
合
理
事
者
の
言
を
結
合
し
て
み
れ
ば

失
の
如
く
で
あ
る
。

耕
作
反
別
は
概
ね
狭
少
に
て
自
作
よ
り
む
し
ろ
小
作
を
多
数
と
す
る
。
前
越
の
組
合
員
の
種
別
よ
り
之
を
み
る
に
一
等
組
合
員
は

荷
馬
車
に
て
入
場
す
る
者
に
し
て
比
較
的
優
れ
た
る
農
業
者
で
あ
り
、
二
等
組
合
員
は
荷
車
又
は
リ
ヤ
カ
ー
で
あ
る
か
ら
中
踏
の
農

業
者
と
み
て
差
丈
へ
な
い
。
此
等
三
者
の
割
合
を
正
確
に
知
り
度
か
っ
た
の
で
あ
る
が
大
鰹
に
於
て
三
等
組
合
員
を
設
大
多
敢
に
、
一



等
組
合
員
が
最
少
数
で

b
る
と
り
事
で
あ
る
。
斯
く
み
る
と
き
組
合
は
殆
ど
小
農
業
者
で
組
椴
せ
ら
れ
て
居
る
と
み
て
差
支
払
仏
い
。

中
に
は
生
産
物
と
い
ふ
よ
り
む
し
ろ
路
、
わ
ら
び
、
竹
の
子
の
如
き
附
近
山
地
か
ら
の
採
集
物
を
負
絡
に
負
っ
て
市
場
に
販
賓
し
斯

く
て
朝
飯
の
代
債
を
得
る
と
い
ふ
如
き
も
の
が
相
営
教
に
存
在
す
る
と
の
事
で
る
る
。
斯
か
る
小
農
業
者
乃
至
貧
農
は
現
存
組
織
の

却
賀
市
場
に
於
て
と
そ
共
一
組
成
分
子
と
し
て
の
地
位
を
保
ち
且
つ
夫
れ
に
依
っ
て
自
身
の
生
活
の
資
を
得
る
に
困
難
は
・
な
か
っ
た

の
で
る
る
。
即
ち
生
産
者
と
し
て
個
人
的
に
出
荷
し
個
人
的
に
相
封
で
直
接
小
資
商
へ
賢
却
し
得
た
。
然
か
る
に
之
が
中
央
卸
賀
市

場
制
度
と
な
れ
ば
斯
か
る
小
量
出
荷
は
却
費
合
祉
の
取
引
封
象
と
は
な
り
得
守
、
仮
令
封
象
た
り
得
る
と
す
る
も
商
品
債
値
の
小
た

る
底
か
ら
極
め
て
不
利
の
欣
況
に
立
つ
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
即
ち
生
産
者
と
し
て
中
央
卸
賀
市
場
に
出
荷
す
べ
き
商
品
に
就
て
は

共
の
如
き
特
質
を
必
姿
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

一
規
格
の
統
一
せ
ら
れ
て
居
る
事
、
中
央
卸
賀
市
場
は
在
来
D
問
屋
管
業
乃
互
生
産
者
の
直
販
と
は
趣
乞
単
一
に
し
一
卸
質
合
祉

の
取
扱
は
大
量
で
あ
り
、
資
場
に
於
け
る
販
演
も
大
量
で

b
る
か
ら
見
本
取
引
か
L

本
則
と
す
る
。
従
っ
て
選
別
・
容
量
・
荷
迭
は
地

方
毎
に
完
全
に
統
一
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
規
格
の
統
一
を
欠
く
出
荷
品
は
多
く
の
仲
買
人
か
ら
嫌
は
れ
る
の
み
か
不
安
を
以
て
市
場
に

立
つ
た
め
充
分
に
値
が
出
ぬ
。

二
荷
口
を
減
じ
て
大
量
と
な
す
事
、
短
時
間
に
大
量
取
引
が
行
は
れ
る
か
ら
個
人
出
荷
の
如
く
荷
口
が
多
く
て
量
の
少
い
も
の

は
不
向
き
で
あ
る
の
み
か
商
品
情
値
に
於
て
も
不
充
分
で
あ
る
。

三
迫
観
供
給
を
な
し
得
る
事
。

以
上
の
如
き
特
質
を
満
足
す
る
出
荷
が
中
央
卸
賀
市
場
の
出
荷
商
品
と
し
て
趨
蛍
な
る
性
質
を
も
う
も
の
で
あ
る
。
然
か
る
に
小

農
業
者
の
出
荷
口
問
は
殆
ん
ど
之
等
の
商
品
的
性
質
を
欠
如
し
て
居
る
。
従
っ
て
中
央
却
賀
市
場
に
於
て
は
極
め
て
不
利
益
段
立
場
に

立
つ
も
り
と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
之
に
封
し
て
小
生
産
者
を
保
護
す
る
方
法
と
し
て
一
般
に
考
へ
ら
れ
て
居
る
事
は
闇
盟
出
荷
即
ち

出
荷
組
合
に
之
等
小
量
生
産
物
を
集
め
て
大
量
と
し
て
出
荷
す
べ
し
と
な
す
方
法
で
あ
る
。
之
に
封
す
る
法
律
的
保
護
は
全
く
欠
如

山
中
央
卸
両
院
市
場
制
度
の
巾
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諮
問
題

五
九



中
央
卸
賀
市
場
制
民
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
時
間
問
題

ノ、
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し
て
居
る
。
此
事
は
所
前
中
央
卸
賀
市
場
法
の
大
都
市
市
場
法
た
る
所
以
で
る
る
。
殊
に
中
小
都
市
に
於
て
は
在
来
生
産
者
の
直
販

が
存
外
に
配
給
上
重
要
な
る
役
割
を
占
め
て
居
る
の
で
る
る
か
ら
、
此
事
質
を
認
め
生
産
者
の
市
場
内
に
於
け
る
立
資
を
枇
合
政
策

的
意
味
に
於
て
認
め
る
必
要
が
る
ら
う
の
日
共
同
出
荷
も
勿
論
可
で
あ
る
。
然
し
事
賃
上
之
に
依
っ
て
救
済
さ
れ
る
部
一
聞
は
制
限
的
で

あ
る
。
・
此
底
に
中
小
都
市
に
あ
っ
て
は
之
に
依
っ
て
救
桝
さ
れ
ざ
る
も
の
を
封
象
と
し
て
立
買
を
許
可
す
る
白
必
要
が
る
ら
う
。

此
事
は
中
都
市
に
が
、
け
る
他
の
問
題
と
し
て
の
前
述
近
郊
農
業
者
一
般
の
場
合
に
も
趨
用
し
得
る
考
へ
で
あ
ら
う
。

八
、
技
術
的
施
設
に
就
て
中
央
卸
賀
市
場
の
機
構
そ
泊
し
て
み
た
各
闘
係
者
の
立
場
は
大
臨
如
上
直
々
た
る
も
の
で
る
る
が
、

次
に
技
術
的
に
之
が
設
備
を
如
何
に
す
べ
き
ゃ
に
就
て
み
る
に
、
之
は
各
閥
係
者
殆
ん
ど
共
利
容
を
一
に
し
て
居
る
と
考
へ
て
差
文

・
な
い
。
即
ち
施
設
上
考
慮
す
べ
き
鮪
は
一
市
場
の
位
置
二
市
場
の
設
備
で
あ
る
。
市
場
は
取
扱
商
品
の
腐
股
性
の
放
に
之
が
迅
速
に

配
給
せ
ら
る
L

事
を
必
要
と
す
る
た
め
交
通
運
輸
の
至
便
な
る
土
地
に
存
し
又
需
給
の
調
節
を
行
ひ
配
給
を
国
滑
に
す
る
た
め
貯
蔵

設
備
の
安
全
た
る
事
及
び
衛
生
的
な
る
を
必
要
と
す
る
。
之
等
む
諸
賠
に
闘
し
て
は
す
べ
て
市
場
の
合
理
的
議
展
の
上
に
蛍
然
に
要

求
せ
ら
れ
る
事
柄
で
あ
る
結
果
、
各
閥
係
者
に
と
っ
て
異
論
の
生
十
ぺ
き
飴
地
は
な
い
。
然
か
る
に
唯
北
海
道
に
於
け
る
都
市
の
如
き

積
智
一
一
地
方
に
あ
っ
て
は
多
少
市
場
の
位
置
に
闘
じ
て
冬
季
聞
の
考
慮
を
行
ふ
必
要
が
あ
ら
う
。
即
ち
市
場
へ
日
々
出
入
す
る
闘
係
者

並
に
共
運
搬
機
関
は
夏
季
に
あ
っ
て
は
道
路
の
完
備
に
よ
っ
て
容
易
に
目
的
地
へ
建
し
得
る
が
、
冬
季
積
零
時
に
は
相
官
の
困
難
あ

る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
貨
車
に
よ
っ
て
搬
入
せ
ら
る
も
の
に
あ
っ
て
は
館
活
の
引
込
線
を
利
用
す
る
事
に
よ
っ
て
此
問
題
は
解
決

し
得
ょ
う
が
所
謂
ト
ラ
ッ
ク
物
と
し
て
の
中
距
離
運
職
に
よ
る
商
品
及
び
地
場
物
と
し
て
の
近
在
荷
は
之
が
た
め
頗
る
困
難
を
み
る

も
の
と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
市
場
位
置
の
決
定
に
る
た
っ
て
は
諸
般
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
之
を
決
定
す
る
の
嬰
が
あ
ら
う
。

回
、
む

び

す

以
上
嬰
之
、
中
都
市
に
於
け
る
中
央
卸
賀
市
場
の
開
設
に
・
あ
た
っ
て
は
、
本
来
本
法
が
大
都
市
市
場
を
限
目
と
し
て
成
立
し
て
陪

証正取は 京都司flj'央卸貨市場で郊外農家一人一日トラックー選を限って認bて腐る
例あり。
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る
闘
係
上
先
づ

ト
財
政
的
に
存
立
の
可
能
性
あ
り
や
否
や

に
設
立
に
よ
っ
て
利
用
度
が
如
何
な
る
程
度
に
あ
り
や

を
諌
め
検
討
す
る
を
要
す
と
な
し
比
一
一
か
所
論
を
越
ぺ
た
の
で
あ
る
。

い
に
就
て
は
強
め
断
っ
た
如
く
市
首
局
に
於
け
る
計
葺
架
が
完
成
せ
ざ
る
の
と
又
一
方
政
治
的
理
由
も
あ
っ
て
其
内
容
の
公
表

を
秘
し
て
居
る
闘
係
上
充
分
の
日
般
討
を
差
控
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
之
は
果
た
し
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
財
政
的
に
成
立
し
得

る
と
い
ふ
建
前
の
下
に
行
論
を
コ
に
限
づ
た
。

に
に
就
て
は
利
用
度
の
程
度
が
設
立
に
要
す
る
諸
犠
牲
以
上
な
り
や
の
問
題
も
又
重
要
で
あ
ら
う
が
、
之
は
割
愛
し
て
主
と
し

て
中
火
卸
寅
市
場
制
度
を
と
っ
た
場
合
在
来
の
各
閥
係
者
は
如
何
な
る
立
場
に
ゐ
か
れ
る
か
と
い
ふ
観
賠
か
ら
之
に
答
へ
た
。

き
(八)(七)(六)(五)(凶)(三)(ニ)賄(ー)即
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婆
約
す
れ
ば

開
設
者
の
制
限
は
在
来
の
卸
賀
市
場
問
屋
と
し
て
は
苦
痛
で
あ
ら
う
が
、
本
法
の
枇
合
政
策
的
建
前
か
ら
し
て
容
認
さ
る
べ

類
似
市
場
の
取
締
は
各
闘
係
者
総
て
利
容
を
同
じ
く
す
る
要
望
友
る
貼

卸
賢
人
の
員
数
は
市
場
合
理
化
の
賠
か
ら
み
て
大
な
る
問
題
は
な
く
、
む
し
ろ
営
事
者
聞
の
善
底
に
よ
り
解
決
せ
ら
る
べ
き
事

仲
買
人
の
員
数
は
本
法
立
法
の
精
一
脚
よ
り
み
て
多
敢
な
る
を
可
と
す
る
事

却
費
人
の
替
業
方
法
は
公
正
迅
速
確
賀
を
原
則
と
し
て
居
る
事

買
出
入
の
競
買
参
加
は
本
法
の
趣
旨
を
殻
揮
す
る
上
必
要
な
る
世
帯

生
産
者
。
立
場
は
概
し
て
改
善
さ
れ
る
事

技
術
的
施
設
と
し
て
市
場
の
位
置
等
を
各
方
面
か
ら
考
究
決
定
す
べ
き
貼

中
央
卸
賀
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諸
問
題

-~ r、



中
央
卸
賀
市
場
制
度
の
中
都
市
的
修
正
に
伴
ふ
諮
問
題

_.. 
ノ、

等
-evb
器
げ
、
本
法
の
機
構
む
上
か
ら
重
要
な
る
闘
係
者
の
立
場
を
参
酌
し
つ
L
之
に
検
討
を
加
へ
た
の
で
あ
る
。
以
上
は
本
訟
の
根

本
を
な
す
諸
問
題
で
る
る
が
之
等
を
泊
し
て
考
へ
た
各
闘
係
者
の
立
場
は
既
に
知
っ
た
如
く
匝
々
で
あ
る
q
或
場
合
は
利
容
を
共
通

に
し
て
居
り
、
他
。
場
合
は
相
反
し
て
居
る
。
結
局
中
央
卸
賀
市
場
制
度
を
趨
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
関
係
者
の
立
場
に
よ
り
多
少

。
利
害
得
失
が
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
之
等
は
法
の
不
備
に
由
ら
ざ
る
限
り
立
法
の
精
神
即
ち
枇
合
政
策
的
な
も
の
並
に
市
場
合
理
化

の
趣
旨
か
ら
し
て
各
閥
係
者
は
共
犠
牲
の
或
程
度
起
を
容
認
す
べ
き
で
る
る
。

唯
問
題
は
一
つ
あ
る
。
即
ち
本
法
が
大
都
市
を
共
の
封
象
と
し
て
生
れ
た
事
か
ら
生
守
る
中
都
市
樹
自
特
殊
の
諸
問
題
即
ち
之
を

趨
用
す
る
に
る
た
っ
て
近
在
荷
が
故
荷
に
よ
っ
て
鹿
迫
を
受
け
、
若
し
く
は
小
農
業
者
が
出
荷
不
能
に
陥
る
如
き
問
題
は
何
等
か
の

封
策
を
講
守
る
必
一
安
が
あ
ら
う
。
此
事
は
本
法
に
よ
る
本
制
度
…
適
用
に
伴
ふ
賞
然
の
蹄
結
と
は
言
へ
枇
命
政
策
的
に
み
て
考
慮
の
蝕

地
は
大
と
い
ふ
べ
き
で
る
る
。

斯
く
て
問
題
は
次
の
如
く
な
る
。
即
ち

↓
現
行
中
央
卸
賀
市
場
を
中
都
市
的
に
修
正
乃
至
柿
訂
す
る
か
若
し
く
は

こ
新
た
に
地
方
却
費
市
場
法
を
公
布
す
る
か

の
二
踏
に
臨
す
る
。

後
者
は
深
め
断
っ
た
如
く
此
蕗
に
問
題
と
し
た
い
。
従
っ
て
現
行
法
を
中
都
市
的
に
改
接
す
る
事
は
首
一
陶
の
問
題
で
る
る
。

阪
に
述
べ
た
如
く
中
都
市
近
郊
の
農
民
は
多
く
小
農
業
者
で
る
る
事
か
ら
之
等
の
生
活
を
奪
っ
て
迄
配
給
上
都
市
食
料
品
政
策
を

合
理
化
す
る
は
到
底
な
し
得
ざ
る
鹿
で
あ
る
。
援
す
る
に
本
法
の
趣
旨
蛙
に
内
容
は
従
前
来
説
く
如
く
極
め
て
立
抵
で
あ
る
が
、
唯

中
都
市
へ
之
を
共
の
佳
趨
肘
ず
る
こ
と
に
於
て
は
如
上
の
無
理
を
生
や
る
の
で
あ
る
。
即
ち
本
法
に
中
都
市
的
修
正
を
加
へ
ざ
る
限

り
六
大
都
市
に
於
て
と
そ
或
程
度
の
成
功
を
期
待
し
配
給
の
合
理
化
が
・
な
さ
れ
得
ょ
う
が
他
の
中
小
都
市
に
於
て
は
之
を
希
み
得
た

北
大
役
業
経
済
泉
役
室
に
て

い
で
あ
ら
う
。


